
広島県働きがい向上取組加速補助金交付要綱 
 

（趣旨） 
第１条　広島県働きがい向上取組加速補助金（以下「補助金」という。）は、予算の範

囲内において交付するものとし、その交付に関しては、広島県補助金等交付規則（昭

和 48 年広島県規則第 91 号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要

綱に定めるところによる。 
 
（目的） 
第２条　この補助金は、県内中小企業等に対して、民間専門機関が提供する支援メニュ

ーを活用して実施する働きがい向上等の取組に要する経費等を補助することにより、

県内中小企業等における人材確保や生産性向上に資する働きがいのある職場づくりを

支援し、人的資本経営の促進に寄与することを目的とする。 
 
（補助対象者） 
第３条　補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次

に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 
（１）県内に本社を置く中小企業者等 
（２）人的資本経営を理解する中小企業者等 
（３）働き方改革に取り組んでいる中小企業者等 
２　前項に規定するもののほか、補助対象者について業種その他の条件を付する必要が

ある場合は、知事が別途定める。 
３　「中小企業者等」とは、別表第１に掲げる条件を満たすものとする。 
４　前３項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付の対象者としない。 

（１）県税の未納がある者 
（２）広島県暴力団排除条例（平成 22 年広島県条例第 37号）第２条第３号に規定する

暴力団員等または第 20 条第１項の規定による通報の対象となった者 

（３）申請日から過去３年間に労働関係法令等に違反する重大な事実がある者 

（４）同一会計年度にこの要綱に基づく補助金の交付決定をすでに受けている者又は過

去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている者 
（５）これまでに Great Place To Work® Institute Japan の「働きがい認定企業」に

認定されたことがある者 
（６）同一会計年度内に同一事業・同一内容に対して、国又は地方公共団体から他の補

助金の交付を受ける者 
（７）その他、補助金を交付することが適当でないと知事が認めた者 

 
（補助事業） 
第４条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、人的資本経

営の促進に寄与する働きがい向上の取組に関する知見・ノウハウ等を有し、県が登録

した民間専門機関（以下「登録機関」という。）及び県が登録した民間調査機関（以

下「調査機関」という。）が実施するサービスの提供を受けるものであって、次に掲

げる要件をすべて満たすものとする。 
（１） 登録機関が実施する支援メニューを活用し、補助対象者における働きがい向上に 



資する取組を行うこと。 
（２） 調査機関が実施するサービスを利用して、補助対象者の「働きがい」の現状を調 

査・分析すること。 
（３） 調査機関が実施するサービスを利用して、前号に掲げる調査・分析結果を踏まえ 

た、取組行動計画の策定支援を受け、取組行動計画を策定すること。 
 
（補助対象経費等） 

第５条　補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）の経費区分、内容、補

助率及び補助限度額は、別表第２のとおりとし、補助対象経費には消費税及び地方消

費税は含まれないものとする。 

２　補助対象期間は、補助金の交付の決定があった日から、当該会計年度の３月末日ま

でとする。 

 

（補助金額） 

第６条　補助金の額は、別表第２に定めるところにより、予算の範囲内において交付す

るものとする。 
２　前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てるものとする。 

 

（交付の申請） 
第７条　補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書（別記様式第

１号）に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 
（１）交付申請書別紙 
（２）経費の根拠となる書類（見積書等） 
（３）企業・団体概要資料（パンフレットなど補助対象者の活動内容が分かるもの） 
（４）補助事業申請日から３か月以内に県税事務所で発行された申請者の県税納税証明

書（県税及び地方法人特別税について未納がないこと） 
（５）その他知事が必要と認める書類 
 
（交付の決定） 
第８条　知事は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容

を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助対象者に通知するもの

とする。 
 
（交付の条件） 
第９条　規則第５条第１項の規定により付する条件は、次のとおりとする。 
（１）補助事業の内容の変更（別表第３に掲げる軽微な変更を除く。）をしようとする

場合は、変更承認申請書（別記様式第２号）を知事に提出し、その承認を受けるこ

と。 
（２）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、中止（廃止）承認申請書（別

記様式第３号）を知事に提出し、その承認を受けること。 
（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった

場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 
（申請の取下げ） 
第 10 条　規則第７条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、規

則第６条の規定による通知を受けた日から起算して 20日以内とし、申請取下書（別

記様式第４号）を知事に提出するものとする。 

 

（実績報告） 

第 11 条　交付決定を受けた補助対象者は、補助事業が完了した日から起算して 30 日を

経過した日又は交決定の日の属する会計年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い日

までに、補助事業実績報告書（別記様式第５号）を知事に提出しなければならない。 

２　補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 

（１）実績報告書別紙 
（２）補助対象経費の支払内容が確認できる書類（請求書等） 
（３）補助対象経費の支払を証する書類（振込明細書・領収書等） 
（４）補助事業の成果が確認できる書類 

・　調査・課題分析を実施したことがわかるもの 
・　調査分析結果に基づいて作成した取組行動計画書 
・　その他取り組んだ内容がわかるもの 

（５）その他知事が必要と認める書類 
 
（補助金の額の確定） 
第 12 条　知事は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査及

び必要に応じて現地調査等を行い、その報告内容が補助金の交付の決定の内容及びこ

れに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対

象者に通知するものとする。 
 
（補助金の交付） 
第 13 条　補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとし、補助

決定を受けた補助対象者は、請求書（別記様式第６号）により補助金の交付を請求す

るものとする。 
 
（補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還） 
第 14 条　知事は、補助金の交付を受けた補助対象者が、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、補助金交付決定取消・返還通知書により、当該補助対象者に対して交付決

定を取り消し、交付額全額を返還させるものとする。 
（１）偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けたことが認められた場合 
（２）補助対象期間内に、労働関係法令その他法令に係る重大な違反をしていることが

認められた場合 
（３）この補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して交付決定の内容又はこ

れに付した条件その他法令等に違反していることが認められた場合 
（取得財産の管理） 
第 15 条　補助金の交付を受けた補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用が増

した財産（以下「取得財産」という。）を適切に管理し、補助事業の完了後も、補助



金の交付の目的に従いその効率的運用を図らなければならない。  
２  補助事業者は取得財産について、関係法令等に基づき適切な会計処理を行わなけれ

ばならない。 
 
（その他） 

第 16 条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、知事が

別に定める。 
 

附　則 
　この要綱は、令和６年５月 22 日から施行する。 
 
 
 

 



別表第１（第３条関係）　 

 
 

 

 

業種分類

ア又はイのいずれかの条件を満たすこ

と（⑨～⑫はイの条件を満たすこと）

 ア　資本金の額又

は出資の総額

イ　常時使用する

従業員の数

 ①　製造業、建設業、運輸業 ３億円以下 300 人以下

 ②　卸売業 １億円以下 100 人以下

 ③　小売業 5,000 万円以下 50 人以下

 ④　サービス業（ソフトウェア業又は情報処

理サービス業、旅館業を除く）
5,000 万円以下 100 人以下

 ⑤　ゴム製品製造業（自動車または航空機用

タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベ

ルト製造業を除く）

３億円以下 900 人以下

 ⑥　ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３億円以下 300 人以下

 ⑦　旅館業 5,000 万円以下 200 人以下

 ⑧　その他業種（上記以外） ３億円以下 300 人以下

 ⑨　医療法人、社会福祉法人 ― 300 人以下

 ⑩　学校法人 ― 300 人以下

 

⑪　財団法人（一般・公益）、社団法人（一般・

公益）
―

上記①～⑧の業種

分類に基づき、そ

の主たる業種に記

載の従業員数以下

 

⑫　特定非営利活動法人 ―

上記①～⑧の業種

分類に基づき、そ

の主たる業種に記

載の従業員数以下



別表第２（第４条、第５条、第６条関係） 

 
別表第３（第９条関係） 

 
 

 

補助対象経費

※　当該経費の支出が補助事業の目的に合致し、補助事業の実施に

必要不可欠な範囲であることが確認できる場合に限る。

 補助率及び補助限

度額
４分の３（補助限度額６１.５万円）

 区分 内容

 

登録機関への

委託料等

登録機関に依頼して実施する次に掲げる取組に

要する経費 
①　取組を実施するために必要なコンサルティ

ング（サービス導入前ヒアリング等） 
②　研修、ワークショップ 
③　①又は②（④が認められる場合は④も含

む。）に付随する物品購入並びにソフトウェア

及びそれに類するサービス等の導入 
※　導入に必要なオプション費用、保守・サポ

ート費用を含む。 
※　サブスクリプション、リース又はレンタ

ルの場合は、使用開始日から使用終了日又

は当該会計年度の３月末日のいずれか早い

日までの使用料とする。 
④　その他特に必要と認められるもの

 

調査機関への

委託料等

調査機関に依頼して実施する次に掲げる調査等

に要する経費 
①　サーベイ調査 
②　調査結果分析 
③　調査結果を踏まえた取組行動計画の策定支

援 
④　その他特に必要と認められるもの

 区分 軽微な変更の内容

 

経費の配分の変更

・　補助対象経費全体の 20 パーセント以内の減少となる変更

を行う場合 

・　別表第２に掲げる事業区分の相互間において、補助事業の

いずれか低い額の 20 パーセント以内の経費を流用する場合

 

事業の内容の変更

第７条の規定により提出する補助金交付申請書別紙「２　事業

計画」の記載内容について、補助事業の目的達成に支障を来す

おそれのない範囲で細部の変更を行う場合



別記様式第１号（第７条関係） 
年　　　　月　　　日 

 
広　　島　　県　　知　　事　　様 

 
申請者 
所在地 
企業名 
代表者（職・氏名） 
 

 
年度　広島県働きがい向上取組加速補助金交付申請書 

 
広島県働きがい向上取組加速補助金交付要綱第７条の規定に基づき、補助金の交付を申請

します。 
 
添付書類 
(1) 交付申請書別紙 
(2) 経費の根拠となる書類（見積書等） 

(3) 企業・団体概要資料（パンフレットなど補助対象者の活動内容が分かるもの） 

(4) 補助事業申請日から３か月以内に県税事務所で発行された申請者の県税納税証明書 

（県税及び地方法人特別税について未納がないこと） 

(5) その他知事が必要と認める書類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（連絡担当者） 

 

 
所属部署

 
職・氏名

 
電話番号

 
E-mail

 
住所

 



交付申請書別紙（様式第１号関係） 
１　申請者情報 

 
２　事業計画 
（１）登録機関に依頼して実施する取組について 

 

 

業種 
※主たる事業に☑
を付けてください

該当箇所に✔を記載してください 

□製造業　□建設業　□運輸業　□卸売業　□小売業　□サービス業　 
□ゴム製品製造業　□ソフトウェア業又は情報処理サービス業　□旅館業　 
□医療法人・社会福祉法人　□学校法人　□財団法人（一般・公益）、社団法

人（一般・公益）□特定非営利活動法人　 
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 資本金 千円 設立年月 年　　　　　月

 常時雇用する従業員の数

 主な事業内容 
（製品・サービス等）

 
利用する登録機関名

 
事業実施時期又は期間

 

事業目的

事業により解決したい働きがい向上の課題やありたい姿を記載してください。 
 
 
 
 

 

事業内容

事業の具体的な内容と実施スケジュールを次の項目ごとに記載してください。



（２）調査機関に依頼して実施する取組について 

 
３　交付申請額 

 
４　人的資本経営に対する理解状況 

 
５　働き方改革の取組状況 
（１）働き方改革の取組状況を記載してください。【必須】　 

 
（２）働き方改革の取組による成果が出ている。【①②は必須】 

 
 
 

 

 
調査機関の調査

 事業実施期間 年　　月　　～　　　年　　月

 

調査の実施にあたり期

待すること

 
 
 
 
 
 

 項目 補助事業に要する経費 補助対象経費(税抜) 補助金交付申請額

 

登録機関に依頼して実施

する取組

円 円

 
円 円

 
調査機関に依頼して実施

する取組
円 円

 合計 円 円 円

 □　人的資本経営の意義を理解・共感している。 

□　人的資本経営の取組状況について、開示することに否定的でない。 

□　働き方改革の取組を人的資本経営と結び付けて実施することを理解している。

 □　働き方改革に取り組んでいる。（取組開始時期：　　　年　　月～）  

□　働き方改革の意義を理解・共感している。 

□　働き方改革の方針・目標がある。 

□　働き方改革の推進役がいる。（部署・役職名：　　　　　　　　　　　　）

 ①　直近１年間での常用雇用者の総実労働時間（一人あたり１か月平均）【　　　時間】（190 時間以下か）

②　直近１年間での年次有給休暇取得日数　　（一人あたり１年間平均）【　　　　日】（５日以上か） 
③　その他の成果【 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】



６　申告事項 
次の各項目に該当することを確認し、✔を記載してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 □　県税に未納がない。 
□　性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行って

いない。 
□　暴力団等と関りがない。 
□　申請日から過去３年間に労働関係法令その他法令に係る重大な違反がない。 

□　同一会計年度において当該補助金の交付決定を受けていない。 

□　過去に「働きがい向上企業コンサルティング事業」に参加していない。 
□　これまでに Great Place To Work® Institute Japan の「働きがい認定企業」に認定され

ていない。 
□　同一会計年度において同一事業・同一内容に対して、国又は地方公共団体から他の補助金

の交付を受けていない。



別記様式第２号（第９条関係） 
年　　　　月　　　日 

 
広　　島　　県　　知　　事　　様 

 
申請者 
所在地 
企業名 
代表者（職・氏名） 

 
 

年度　広島県働きがい向上取組加速補助金補助事業変更承認申請書 
 
 

年　　　月　　日付け指令〇〇第　　　号で交付決定を受けたこの補助事業の変更

について、広島県働きがい向上取組加速補助金交付要綱第９条第 1 号の規定に基づき、次の

とおり申請します。 
 
添付書類 

(1) 変更承認申請書別紙 

(2) 経費の根拠となる書類（見積書等） 

(3) その他知事が必要と認める書類 

 
変更の理由 

 
 
 
（連絡担当者） 

 

 
所属部署

 
職・氏名

 
電話番号

 
E-mail

 
住所

 



変更承認申請書別紙（様式第２号関係） 
１　事業計画 
（１）変更前（交付申請書に記載した内容を転記してください。） 
【１　登録機関に依頼して実施する取組について】 

 
【２　調査機関に依頼して実施する取組について】 

 
利用する登録機関名

 
事業実施時期又は期間

 

事業目的

事業により解決したい働きがい向上の課題やありたい姿を記載してください。 
 
 
 
 
 
 

 

事業内容

事業の具体的な内容と実施スケジュールを次の項目ごとに記載してください。

 
調査機関の調査

 事業実施期間 年　　月　　～　　　年　　月

 

調査の実施にあたり期

待すること

 
 
 
 
 



（２）変更後 
【１　登録機関に依頼して実施する取組について】 

 
【２　調査機関に依頼して実施する取組について】 

 

 
利用する登録機関名

 
事業実施時期又は期間

 

事業目的

事業により解決したい働きがい向上の課題やありたい姿を記載してください。 
 
 
 
 
 
 

 

事業内容

事業の具体的な内容と実施スケジュールを次の項目ごとに記載してください。

 
調査機関の調査

 事業実施期間 年　　月　　～　　　年　　月

 

調査の実施にあたり期

待すること

 
 
 
 
 
 



２　交付申請額 
（１）変更前（交付申請書に記載した内容を転記してください。） 

 
（２）変更後 

 
 

 項目 補助事業に要する経費 補助対象経費(税抜) 補助金交付申請額

 

登録機関に依頼して実施

する取組

円 円

 
円 円

 調査機関に依頼して実施

する取組
円 円

 合計 円 円 円

 項目 補助事業に要する経費 補助対象経費(税抜) 補助金交付申請額

 

登録機関に依頼して実施

する取組

円 円

 
円 円

 調査機関に依頼して実施

する取組
円 円

 合計 円 円 円



別記様式第３号（第９条関係） 
年　　　　月　　　日 

 
広　　島　　県　　知　　事　　様 

 
申請者 
所在地 
企業名 
代表者（職・氏名） 

 
　　　　　年度　広島県働きがい向上取組加速補助金補助事業（中止・廃止）承認申請書 
 
　　　　年　　　月　　日付け指令〇〇第　　　号で交付決定を受けたこの補助事業の（中

止・廃止）について、広島県働きがい向上取組加速補助金交付要綱第９条第２号の規定に基

づき、次のとおり申請します。 
 
１　中止・廃止の理由 

 
２　中止・廃止の内容 

 
 
（連絡担当者） 

 

 

 
所属部署

 
職・氏名

 
電話番号

 
E-mail

 
住所

 



別記様式第４号（第 10関係） 
年　　　　月　　　日 

 
広　　島　　県　　知　　事　　様 

 
申請者 
所在地 
企業名 
代表者（職・氏名） 

 
 

年度　広島県働きがい向上取組加速補助金申請取下書 
　　　　　　　　　　　　　　 
 

　　年　　　月　　日付け広島県働きがい向上取組加速補助金の申請を、次のとおり取

り下げることとしたので、広島県働きがい向上取組加速補助金交付要綱第 10 条の規定に基

づき、次のとおり申請します。 
 
交付申請の取下理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
（連絡担当者） 

 

 
所属部署

 
職・氏名

 
電話番号

 
E-mail

 
住所

 



別記様式第５号（第 11条関係） 
年　　　　月　　　日 

 
広　　島　　県　　知　　事　　様 

 
申請者 
所在地 
企業名 
代表者（職・氏名） 

 
 

　年度　広島県働きがい向上取組加速補助金補助事業実績報告書 
 

 
　　　　年　　　月　　日付け指令〇〇第　　　号で交付決定を受けたこの補助事業が完了

したので、広島県働きがい向上取組加速補助金交付要綱第 11条第１項の規定に基づき、次

のとおり報告します。 
 
添付書類 
(1) 実績報告書別紙 

(2) 補助対象経費の支払内容が確認できる書類（請求書等） 

(3) 補助対象経費の支払を証する書類（振込明細書・領収書等） 

(4) 補助事業の成果が確認できる書類 
(5) その他知事が必要と認める書類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（連絡担当者） 

 
所属部署

 
職・氏名

 
電話番号

 
E-mail

 
住所

 



実績報告書別紙（様式第５号関係） 
 
１　補助事業に要した経費　　　 　　　　　  　円 
２　補助対象経費 (税抜 )　　　 　　　　　　　円 
３　補 助 金 額　　　 　　　　　　　円 
 

明細 

 
 

 

 項目 補助事業に要する経費 補助対象経費(税抜) 補助金交付申請額

 

登録機関に依頼して実施

する取組

円 円

 
円 円

 
調査機関に依頼して実施

する取組
円 円

 合計 円 円 円



別記様式第６号（第 13条関係） 
年　　　　月　　　日 

 
広　　島　　県　　知　　事　　様 

 
申請者 
所在地 
企業名 
代表者（職・氏名） 

 
 

年度　広島県働きがい向上取組加速補助金請求書 
 
 
　　　　年　　　月　　日付け指令〇〇第　　号で交付決定を受けたこの補助金について、

広島県働きがい向上取組加速補助金交付要綱第 13 条の規定に基づき、次のとおり請求しま

す。 
 
１　請求額　金　　　　　　　　　円 
　 
　（内訳） 

 
２　振込先　　　 

 交付決定額 確定額 今回請求額 摘要

 
円 円 円

 
金融機関名等

 

 
支店名

 

 
口座種別

 

 
口座番号

 

 口座名義 

 
口座名義フリガナ

 


